
 

 

 

 

平成３１年２月定例会 

宇土市教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇土市教育委員会 
 

 

 

 

 

 



１．日  時  平成３１年２月１２日（火） 午前１０時００分 開議 

 

２．場  所  宇土市教育委員会２階会議室 

 

３．出席委員  太田耕幸教育長  岩村俊明教育長代理  近藤修委員 

園田寛子委員   芥川学委員 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．職務のために出席した者 

        教育部長 山本 保廣  学校教育課長 渡辺 勇一    

指導主事 前田 至誠  学校教育課課長補佐 岩﨑 広美  

生涯活動推進課長 湯野 淳也  文化課長 野田 恵美  

給食センター所長 村上 伸  図書館長 舟田 武弘  

中央公民館長 久多見さとみ 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議事日程 

  １ 会議録署名委員の指名 

   ２ 会期の決定 

   ３ 議案第５号  児童・生徒の表彰について 

   ４ 議案第６号  平成３０年度宇土市教育支援委員会（第５回）にかかる就学答 

申について 

   ４ 議案第７号  宇土市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則の一部を改 

正する規則について 

   ５ 議案第８号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例について 

   ６ 議案第９号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例について 

   ７ 議案第１０号 轟泉水道及び旧高月邸保存活用検討委員会設置条例について 

   ８ 議案第１１号 平成２９年度史跡宇土城跡災害復旧工事請負契約の変更契約の 

            締結について 

   ９ 議案第１２号 平成３０年度宇土市一般会計補正予算について 

 

   報告事項 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第１ 

太田教育長      平成３１年２月教育委員会定例会会議を開会いたします。 



      本日は，教育長及び４人の委員全員が出席でありますので，この

会議は成立いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

会議録署名委員に園田委員・岩村委員を指名いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 日程第２ 

太田教育長      本日の２月教育委員会定例会の会期を１日とします。 

御異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

太田教育長      異議ないものと認めます。 

本日は，議案８件となっております。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

           日程第３ 

太田教育長      それでは議案第５号を議題といたします。本案について，学校共

育課長から説明願います。 

            

学校教育課長       （提案理由説明） 

 

（質疑） 

園田委員       ３月８日の表彰時，概要は全部読まれるのか？ 

学校教育課長     概要は抜粋して行う。 

近藤委員       別冊８ページの住吉中の生徒は温定賞でなく，善行表彰に感じる 

が。 

園田委員       青年の主張で環境問題のことを発表されている。そのことを記載 

すれば良いと思った。 

太田教育長      学校に推薦をお願いする際に説明をしていきたい。次年度から周 

知を徹底する。 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第６号   （非公開） 

 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

太田教育長      それでは議案第７号を議題といたします。本案について，生涯活 

動推進課長から説明願います。 

            



生涯活動推進課長       （提案理由説明） 

 

（質疑） 

近藤委員       この場合，宇土小から生涯活動推進課，生涯活動推進課からうと 

           スポーツクラブへと情報を流すのか？ 

生涯活動推進課長   学校で年間・月間の計画表を出してもらう。それをもとに生涯活 

動推進課からうとスポーツクラブ等へ連絡する。転記した後，小 

学校等にデータをお返しする。変更があった場合，学校と連絡を 

取り合う。 

園田委員       申込は３月から開始ということだが，学校行事等は４月の異動後 

でないと定まらない。４月，学校は大変と思う。学校長とのやり 

とりも大変であるし，生涯活動推進課の事務も大変と思う。受付 

が平日のみである。申込される人は休んで行かないといけない。 

太田教育長      学校には，年間計画を早めにするよう伝えてある。 

岩村委員       パソコンを使用し，体育館がどう使われているかネットで見れる 

ようにすれば，楽になると思う。他の地区で借りたいと思うとき， 

ネットで申込，またキャンセルできるようにすれば，業務の大変 

さが軽減するのでは。 

太田教育長      色々と案を出して，システムの件も出たが，かなりの費用がかか 

る。将来的には考えていく。まずはこの形で行おうと思う。 

≪採決≫（原案のとおり） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      それでは議案第８号を議題といたします。本案について，生涯活 

動推進課長から説明願います。 

            

生涯活動推進課長       （提案理由説明） 

 

（質疑） 

近藤委員       １０％以上報酬が上がっている議会等で言われることはない 

か？段階的に上げていってはどうか？ 

生涯活動推進課長   １４市の中でも，一番安いので，他市の状況から金額を設定した。 

太田教育長      次の後任を探すときに，報酬が安いと難しい。定年後，ずっと働 

きたい方に対しては報酬がメインとなってくる。 

近藤委員       反対する訳ではない。議員報酬を上げる際も，色々あるため，ど 

           うかと思った。 

山本部長       何十年間も上がっていない。前は６０歳から年金をもらっていた 

が，退職後年金がない。それで，働くとなると，ある程度の報酬 



が必要となる。なかなか後任が見つからない。 

≪採決≫（原案のとおり） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      それでは議案第９号を議題といたします。本案について，中央公 

民館長から説明願います。 

            

中央公民館長       （提案理由説明） 

 

（質疑） 

 質疑なし 

≪採決≫（原案のとおり） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      それでは議案第１０号を議題といたします。本案について，文化 

課長から説明願います。 

            

文化課長       （提案理由説明） 

 

（質疑） 

近藤委員       設置するには，条例化しないといけないのか？規則でいいのでは 

と思う。また，歴史的保存活用等と一本化してはどうか？今回， 

検討委員会となっているが，将来は運営委員会へと移行していく 

のか？ 

文化課長       国指定を目指しており，今後１０年は存続する委員会ということ 

で，条例化した。他に３件の委員会がある。それぞれの専門的な 

見解を行うため，個別に条例化したという経緯がある。別に文化 

財保護審議会というものがある。そちらは範囲が広いが，今回特 

化して個別に轟泉水道及び旧高月邸保存活用の委員会を設定して 

いる。国指定を目指しているため，国指定までは，この名称で行 

う。国指定後について，名称変更するか検討中である。 

≪採決≫（原案のとおり） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      それでは議案第１１号を議題といたします。本案について，文化 

課長から説明願います。 

            

文化課長       （提案理由説明） 



 

（質疑） 

質疑なし        

            

≪採決≫（原案のとおり） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      それでは議案第１２号を議題といたします。本案について，各課 

長より説明願います。 

            

       （提案理由説明） 

           学校教育課長，生涯活動推進課長，文化課長，図書館長 

           給食センター所長，中央公民館長 

（質疑） 

園田委員       １４ページの網田中学校の補助金は小学校でなく中学校補助金で 

はないか？１７ページの時給の減額の理由を詳しく教えてもらい 

たい。図書館のプロポーザル契約で契約額が下がったのは？また 

繰越明許できなかった場合，予算はどうなるのか？ 

学校教育課長     １４ページは中学校の補助金である。１７ページは産休代替用に 

担任を募集したが，来なかった。そのため，正職員のフリーの先 

生にお願いし，非常勤の担任がいらなくなった。 

図書館長       プロポーザルは審査員５名で点数を付け，金額にとらわれず，点 

数が上位の業者と契約するやり方である。今回既存の業者との契 

約になったため，データの移行料がいらなくなったため，かなり 

の減額となった。 

中央公民館長     最初からやり直すやり方である。 

教育部長       繰越も出来たが，入札不調のため，繰越を再度繰越する場合も出 

てくる。工期は６～７カ月であるが，部品が来るのは１年先とい 

うことである。あまりにも期間が長いので，いったん取り下げた。 

また，来年度新たに予算をとる形にした。 

近藤委員       網田中学校の補助金は国か県か？ 

学校教育課長     国からである。 

近藤委員       明許繰越の財源の補正前の補助金５０万はどの部分か？ 

学校教育課長     補正前の５０万円は緑川小や宇土東小のブロック工事の財源とし 

ての５０万円である。 

近藤委員       １９ページの緑川小の上下水道料の減額は何か理由があったのか。 

２１ページのスポーツ振興の説明のところが，２，３００万円と 

なっているが，２３０万円の誤りでは？プロポーザルで価格が下 



がった件について，あまりにも下がっているので，システムは大 

丈夫なのか？引き続きやる業者が有利になる。今後競争していく 

と，どのようなやり方をされていかれるのか？２８ページ中央公 

民館，７２０万円の半分３６０万円の減額をされ，緑川公民館の 

耐震補強設計分に振替て良いのか？また，繰越明許費を廃止され 

ている。予算額全部廃止されているが，消耗品費の補正額（減額） 

と合わせなくていいか？ 

学校教育課長     緑川小の上下水道料の減額について，特に理由はない。 

生涯活動推進課長   ２１ページは２３０万円の誤りである。 

図書館長       プロポーザル審査ではデータ移行料の金額を外している。 

中央公民館長     緑川公民館は別に補正で上げていた。それぞれの予算を計上した 

ものから，３，３５７千円引いた。振替ではない。 

繰越明許費について，１２月議会で上げていたが，繰越をやめる 

ということである。消耗品費を６万円使用しても問題はない。繰 

越には関係しない。 

≪採決≫（原案のとおり） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

報告事項 

教育部長   ・第１回市議会定例会について 

       ・職員の交通安全について 

学校教育課長 ・第３次教育振興基本計画の基本理念等について 

・３月～４月の幼稚園，小中学校の卒入園，卒業式・入学式について 

前田指導主事 ・学校における問題行動について 

       ・いじめについて 

図書館長     ・蔵書点検のための図書館休館について 

各課長    ・行事予定表について 

 

【第３次教育振興基本計画 基本理念について】 

学校教育課長   第１案は岩村委員が提案した「希望と夢に向かって，自ら学び続け， 

生きる力を育み，郷土宇土への誇りを持たせる“うとん教育”」第２ 

案は「郷土を愛し，学びあい，つながり合う，未来に輝く人づくり」 

第３案は「主体的に生涯を通じて自ら学び，予想困難な時代に対応し， 

ふるさと宇土市に貢献する人材の育成」である。３つの内容として， 

主体的に郷土宇土への誇り，郷土への愛ということを考えて事務局の 

方で作った。委員の皆様にこの３案の中から選んでいただきたい。キ 

ャッチフレーズは６案あげている。このキャッチフレーズも第３次教 

 



育基本計画であげるかあげないかの選択と前回の第２次教育振興基

本計画と同じキャッチフレーズにするのか？第３次教育振興基本計

画として６案の中から選ぶか，いくつかのパターンがある。 

芥川委員     簡単なものが目につく。覚えやすいものが言いやすい。 

太田教育長    案２の「郷土を愛し，学びあい，つながり合う，未来を担う人づくり」 

         にしてはどうか。 

近藤委員     案２は，文化，学校でのコニュニティ，生涯活動など教育に関する分 

野を網羅している。 

岩村委員     キャッチフレーズは第２次教育振興基本計画と同じでいいと思う。 

学校教育課長   基本理念「郷土を愛し，学びあい，つながり合う，未来をになう人づ 

くり」，キャッチフレーズは「未来へ漕ぎ出す うとん教育羅針盤」 

に決まりました。 

【虐待について】 

近藤委員     総合教育会議でもあったが，虐待について対応はどうなっているか？ 

         点検や虐待の疑い等も兼ねて，対応策等は？ 

指導主事     調査するような文書はまだきていない。学校としては，健康観察や体 

重測定等で分かれば，すぐにあげてもらうようにしている。心のアン 

ケートが１１月にあっている。それにも記入するようになっている。 

今のところ０である。子どもが親からのＤＶにあっているというケー 

ス会議の中では，４件あった。その中でも現在は問題ないということ 

であった。今後も子育てとの連携をしながら，見ていく。 

近藤委員     県から通知が来ると，何かしないといけないと思う。 

太田教育長    そうであると思う。何か照会をする等の対応をしないといけないと思 

う。 

園田委員     親は子どもに教育を受けさせる義務がある。不登校や学校に来ること 

ができない子どもに対しても，教育を受ける権利がある。いろいろな 

物が買えない子どもがいる。勉強する状況がない子どもたちを，担任 

はしっかり見る必要がある。 

太田教育長    不登校については，定例報告であがってくる。全欠の子どもは必ず， 

月に１回は目視し，健康であるかの確認を取るようにしている。不登 

校について，各学校でも対応はされていると思う。全体的な組織とし 

て取組はしていただいている。熱心な先生は，朝早く家に行ったり， 

夕方も行ったりなどされている。 

園田委員     先生によって，意識が違うので，学校全体で組織としてかかわって欲 

しい。 

太田教育長    組織としての対応ということで，学校まかせになっている。学校によ 

っては，民生委員や地域の方々に，不登校の状況の話をされて，見に 

行くなど協力をされているところもある。すべてではない。そういう 



ところは教育委員会として，お願いしていかなければならないと思う。 

【宇土小のグランドネットについて】 

近藤委員     宇土小のグランドネットがかなり老朽化している。下の方は破れてい 

て，ボールが外に飛んでいっている。この前もハンドボールが外に出 

て，高齢者にあたったのを見た。子どもたちが野球ボールを外に取り 

にいく際，横断歩道もないところを横切っていっていた。危険である。 

早めに対応をしてほしい。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長    本日の日程は全て終了しましたので，平成３１年２月の定例教育委員

会員会を閉会します。 

― 閉会 ― 

（午前１１時４８分） 

議事録署名 

         委員  園田 寛子 

 

委員  近藤 修 


